
イルカパーク遊具修繕 仕様書 

 

１ 修繕名称 イルカパーク遊具修繕 

 

２ 修繕目的 安全点検を行った結果をもとに対策を講ずる修繕及び撤去を行う。 

 

３ 修繕場所  壱岐市勝本町東触 

 

４ 修繕内容 ターザンロープ周辺、丸太渡り吊橋、複合遊具の修繕及び回転遊具の撤

去。詳細については別添点検総括表、点検表、点検写真台帳にある判定

ｂ・ｃ・ｄ・ハザード３の改善を行う。 

 

５ 日 数 等 契約締結日から６０日 

 

 

【留意事項】 

１. 安全点検結果以外について遊具の異変（故障・器物破損等）に気づいた場合は、直ち

に市に報告すること。 

 

２. 受注者は、当該工事にあたり、従事者の故意または過失によって、施設及び物品が 

毀損・滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。 


